
当院では患者さんの状態に応じ、以下のいずれも対応可能です。

★　２８日以上の長期処方を行うこと

★　リフィル処方箋を発行すること

※　なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは

　　症状等に応じて、担当医が判断致します。
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